
百条委員会報告について可決
 

結
城
南
中
学
校
区
新
設
小
学
校
建
設
実
施
設
計

　
変
更
業
務
委
託
等
調
査
特
別
委
員
会
報
告（
抜
粋
）

○
調
査
事
項

（
1
）結
城
南
中
学
校
区
新
設
小
学
校
建
設
に
関
す
る
事
項

（
2
）予
備
費
に
関
す
る
事
項

○
委
員
会
の
開
催
状
況

委
員
会
を
9
回
開
催
。

○
証
人
と
し
て
出
席
を
求
め
た
者

10
名

○
改
善
提
言

（
1
）予
備
費
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、そ
の
目
的
や
理
由
に
つ
い
て
必
要

で
あ
れ
ば
議
会
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、議
会
と
の
信
頼
関
係
を

損
な
わ
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
2
）補
正
予
算
の
提
出
を
原
則
と
し
、議
会
の
審
議
を
経
て
執
行
す
る

仕
組
み
を
徹
底
し
、予
備
費
の
安
易
な
使
用
を
避
け
る
こ
と
。

（
3
）議
会
の
修
正
権
を
尊
重
し
、そ
の
意
思
決
定
を
覆
す
よ
う
な
予
備

費
の
使
用
に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
行
わ
な
い
こ
と
。

（
4
）市
長
を
は
じ
め
執
行
部
は
、説
明
責
任
を
果
た
し
、内
部
議
論
が
健

全
に
行
え
る
組
織
風
土
の
醸
成
に
努
め
る
こ
と
。

（
5
）今
後
同
様
の
事
態
が
発
生
し
な
い
よ
う
、地
方
自
治
法
を
は
じ
め

と
す
る
関
係
法
令
の
趣
旨
を
正
し
く
理
解
し
、疑
義
が
生
じ
な
い

予
算
運
営
を
行
う
こ
と
。

　
以
上
の
提
言
に
基
づ
き
、行
政
運
営
の
透
明
性
を
高
め
、議
会
と
の
信

頼
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
、真
に
市
民
に
開
か
れ
た
自
治
体
行
政

を
目
指
す
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
4
回
定
例
会

会
期
15
日
間

12
月
3
日
～
12
月
17
日

ゆうき市議会だより 2

●
議
案
第
77
号
　
議
会
改
革
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

1

名　
　
　
称

議
会
改
革
特
別
委
員
会

2

設
置
の
根
拠

地
方
自
治
法
第
1
0
9
条
第
1
項
及
び　
　
　
　
　
　
　
　

結
城
市
議
会
委
員
会
条
例
第
4
条

3

目　
　
　
的

議
会
改
革
に
関
す
る
調
査
研
究

4

委
員
の
定
数

議
員
全
員

5

正
副
委
員
長

委
員
長
：
土
田　
構
治 

議
員

副
委
員
長
：
平
塚　
明　

 

議
員

●
議
案
第
73
号
　
結
城
市
民
栄
誉
賞
の
推
挙
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
宮
　
本
　
　
敬
　
太
　
氏

結
城
市
民
栄
誉
賞

　

人
事
案
件

次
の
方
の
選
任
に
つ
い
て
同
意

　
教
育
委
員（
選
任
第
6
号
）　

　 

　
　
　
　
田
　
中
　
昌
　
希
　 

氏


